
 

 

市有地一般分譲申込要領 

（先着順） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市有地購入のメリット 

    仲介手数料が不要！ 

     市有地を直接お売りするため，通常の不動産取引で必要な仲介手数料 

    （代金の概ね３％）は不要です。 

   登記手数料が不要！ 

     所有権移転登記手続きを呉市が行いますので，登記手数料は不要です。 

     （ただし，登録免許税は別途必要です。） 

 

 

呉 市  



 

 

 

市有地一般分譲（先着順）申込みから所有権移転までの流れ 

 

 

 １ 分譲申込み  

 

 

 

 (1) 受付期間：随時（開庁日を除く。）ただし，次回の公募による売却手続きの開始決定日まで 

 (2) 受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 (3) 受付場所：呉市財務部管財課 呉市役所本庁舎５階（電話番号：０８２３－２５－３５６１） 

 (4) 契約説明：申込み受付後，契約時に契約内容を説明します。 

２ 契約の締結※ 

 

 

 

別に定める様式の契約書により，呉市と譲受人の間で売買契約を締結します。 

 (1) 契約締結日：売買決定通知書を発行した日から起算して１か月以内  

 (2) 会場：呉市財務部管財課（呉市役所本庁舎５階） 

   ※ 契約等に必要となる一切の費用は，購入者の負担となります。 

３ 売買代金の支払  

売買代金については，呉市が発行する納入通知書により契約締結日から起算して１か月以内に一括し

て納付していただきます。 

４ 所有権の移転  

 所有権は，売買代金等を完納していただいたときに移転し，同時に物件を現況のまま引き渡したもの

とします。 

５ 所有権移転の登記  

    所有権移転の登記手続きは呉市が行います。 

所有権移転登記に必要な登録免許税は譲受人の負担となります。 
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市有地一般分譲申込要領 

 

 １ 分譲物件について 

   

分譲物件の詳細については，「物件調書」をご覧ください。 

  分譲申込みをされる方は，この要領の記載事項をご承諾の上，お申し込みください。 

 

 ２ 分譲申込者の資格等 

  

(1) 売買代金を指定の期日までに確実に納入できる方であれば，個人，法人を問わず分譲申込みをするこ

とができます（共有を目的とした２名以上の連名による申込みも可能です。）。ただし，次のいずれか

に該当する方は，申込みをすることができません。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４の規定に

該当する者 

  イ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２３８条の３第１項の規定に該当

する者 

  ウ 次の申立てがなされている者 

(ｱ) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始の申立て 

(ｲ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申立て 

(ｳ) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立て 

エ 市税を滞納している者 

  オ 呉市暴力団排除条例（平成２４年呉市条例第１号）第２条第３号に規定する暴力団員等である者又

はその統制の下にある者 

※ 地方自治法その他の法令については，８ページから９ページをご参照ください。 

 (2) 分譲申込者の資格の確認のため，申込者の次に掲げる情報を警察当局に照会します。照会の結果，申

込者（法人の場合は代表者及び役員等を含む。）が暴力団等に該当すると判明した場合は，当該申込

者の行った分譲申込みは無効となります。 

  ア 個人の場合 … 氏名（ふりがな），住所，性別，生年月日 

  イ 法人の場合 … 法人名，代表者及び役員等※の氏名（ふりがな），住所，性別，生年月日 

   ※ 役員等とは，代表者，取締役及び監査役等をいい，支店又は営業所等を通じて申込み・契約手続

等を行う場合は，当該支店長又は営業所長等を含みます。 

 

 ３ 分譲申込みの受付期間及び場所 

  

(1) 受付期間 随時（開庁日を除く。）ただし，次回の公募による売却手続きの開始決定日まで 

 (2) 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 (3) 受付場所 呉市中央４丁目１番６号 

        呉市財務部管財課（呉市役所本庁舎５階） 

        電話番号（０８２３）２５－３５６１ 
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 ４ 分譲申込みの方法等                             

  

(1) 申込方法 

    「市有地一般分譲申込書（様式第１号）」に必要事項を記入・押印（印鑑登録された印（実印）を使

用してください。）の上，次に掲げる書類を添付して受付期間内に受付場所に提出してください（郵送，

電話，ファクシミリ及び電子メールによる申込みはできません。）。 

 (2) 申込みに必要な添付書類 

  【個人の場合】 

  ア 誓約書（様式第２号） １通 

  イ 印鑑証明書※１ １通 

  ウ 住民票（世帯全員の表示があるもの）※１ １通 

  エ 市税の納税証明書（滞納がない旨の証明書）※２ １通 

  【法人の場合】 

  ア 誓約書（様式第２号） １通 

  イ 印鑑証明書※ １通 

  ウ 商業・法人登記 現在全部事項証明書※ １通 

  エ 市税の納税証明書（滞納がない旨の証明書）※ １通 

  オ 役員等一覧（様式第３号） １通 

   ※ イ及びエについては，発行後３か月以内のもの。 

 (3) 申込みに当たっての留意事項 

  ア 申込みに当たっては，１物件ごとに１世帯又は１法人の申込みとなります。 

  イ 共有名義での申込みの場合は，共有予定者一覧（様式第１号別紙）に必要事項を記入の上，共有予

定者全員(申込書記載の代表者を除く。)が連名で記名・押印（実印）・それぞれの持分を記入の上，

前号に掲げる書類（全員のもの）を添付して申し込んでください。 

    なお，申込後の持分の変更はできません。 

  ウ 共有名義で申し込まれた方は，同一の申込物件に他の共有名義人と重複して申し込むことはできま

せん（単独での申込みもできません。）。 

 (4) 分譲申込み辞退について 

   申込み受付後の辞退は原則として認めません。やむを得ず申込みを辞退される場合は，必ず公開抽選

日の前日までに辞退届（様式第４号）に辞退の理由を記入して，呉市財務部管財課（呉市役所本庁舎５

階）に提出してください。 

 (5) 申込みが１者であった場合の取扱い 

１つの物件に申込みが１者であった場合で，かつ当該申込者が申込み資格の欠格要件に該当しない場

合は，当該申込者を譲受人として決定します。 

 (6) 分譲申込みに当たって必要となる申込書その他の書類は，この要領にある所定の様式をコピーして使

用してください（呉市財務部管財課のホームページからもダウンロードできます。）。 

 (7) 申込書その他の書類は正確に記入してください。記入漏れのあるもの若しくは記載が不明瞭なもの，

又は事実と異なる若しくは虚偽の記載がされているものは，無効となります。 
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 ５ 売買契約の締結等 

  

(1) 売買契約の締結は，次の日時及び場所で行います。 

  ア 日 時 売買決定通知書を発行した日から起算して１か月以内  

  イ 会 場 呉市中央４丁目１番６号 

        呉市財務部管財課（呉市役所本庁舎５階） 電話（０８２３）２５－３５６１ 

 (2) 売買契約は，呉市が別に定める様式の「市有財産売買契約書」により行います。 

 (3) 契約時に必要なもの 

  ア 印鑑（法人の場合は，代表者印が必要になります。個人の場合は，認印で結構です。） 

  イ 筆記用具 

  ウ 収入印紙（各自で購入し，持参してください。）※ 

   ※ 収入印紙の税額については，６ページの「11 収入印紙税額について」を参照してください。 

 (4) 譲受人が契約締結までの時点において，分譲申込み資格の要件を満たさなくなった場合は契約を締結

しません。また，契約締結後において，契約締結時に分譲申込み資格がなかったことが判明した場合は

契約を解除します。 

 

 ６ 売買代金の納付方法等 

  

 (1) 売買代金は，契約締結日から１か月以内に，呉市が発行する納入通知書により，呉市が指定する金融

機関で一括して納付してください。ただし，納付の最終期日が土曜日，日曜日，祝日など金融機関の休

業日となる場合は，その直後の金融機関の営業日が納付期限日となります。 

 (2) 売買代金が納付期日までに納付されない場合，売買契約は解除されます。 

(3) 売買代金が納付期日までに納付できない相当の理由があると認められる場合は，納期限を延期するこ

とができますが，この場合，遅延利息（年率１４．５％）が発生しますので注意してください。 
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 ７ 所有権の移転等 

  

(1) 分譲物件の所有権は，売買代金（遅延利息が発生している場合は，遅延利息を含む。）が完納された

ときに移転するものとし，同時に分譲物件を引き渡したものとします（現地での引渡しは行いません。）。 

 (2) 分譲物件は，現状有姿（あるがままの姿）での引渡しとなります。 

 (3) 所有権移転登記は，呉市が嘱託登記により行いますので，売買代金の納付後，速やかに次に掲げる書

類を管財課に提出してください。 

  ア 売買代金を納付された時の領収書（確認後，返却します。） 

  イ 登記嘱託請求書（売買代金の納付書と併せてお渡しします。） 

  ウ 登録免許税の領収証書（原本）※ 

   ※ 登録免許税は，売買代金の納付書と併せてお渡しする所定の国税用納付書により，各自金融機関

等で納付してください。 

   ※ 登録免許税の領収証書（原本）は，所有権移転登記の際に法務局に提出しますので，紛失しない

よう十分留意してください（写しが必要な場合は各自でコピーしてください。）。 

   ※ 登録免許税の税額については，７ページの「12 不動産登記（売買）に係る登録免許税額につい

て」を参照してください。 

 (4) 所有権移転登記完了後に「登記識別情報通知」をお渡ししますので，登記識別情報通知受領書と併せ

て財産受領書に必要事項を記載・押印の上，管財課に提出してください。 

 (5) 所有権移転登記は，譲受人に対してのみ行い，譲受人以外の第三者に対して所有権移転をする中間省

略登記は行いません。また，売買契約書において，譲受人以外の第三者に対して所有権移転をする旨の

特約を付すこともできません。 

 

 ８ 売買契約に係る特約事項 

  

(1) 契約者は，売買契約の締結の日から１０年間，分譲物件を暴力団等若しくは法律の規定に基づき公の

秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類する用途

に供し，また，これらの用途に供されることを知りながら，分譲物件の所有権を第三者に移転し，又は，

分譲物件を第三者に貸してはいけません。 

 (2) 呉市は，上記禁止用途に関する履行状況を把握し，条件違反を未然に防止するため，必要があると認

めるときには，実地調査を実施し，契約者に報告又は資料の提出を求めることができるものとします。

その場合，契約者は，正当な理由なく実地調査を拒み，妨げ，若しくは忌避し又は報告若しくは資料の

提出を怠ってはいけません。 

 (3) 契約者は，禁止用途に関する特約事項に違反した場合は売買代金の１００分の３０に相当する額の違

約金を，実地調査等に関する特約事項に違反した場合は売買代金の１００分の１０に相当する額の違約

金を，呉市に支払っていただきます。 
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 ９ その他の留意事項（※必ずお読みください。） 

  

(1) 分譲物件に関する現地説明会は行いませんので，申込者は，必ず申込者自身において分譲申込みの前

に現地を確認してください。 

 (2) 現地を確認されるときは，周辺の迷惑とならないよう各自で十分留意してください。また，物件によ

っては足元が悪いところもありますので，各自ご注意ください。 

 (3) 分譲物件の引渡しにおいては，立木の伐採，雑草の草刈，切株の除去及び建築物（設備，内装，外構

等を含む。），フェンス，木柵，囲障，擁壁，井戸その他地上・地下・空中工作物の補修・修繕・改修

・撤去に係る負担及び調整は，所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず，呉市では一切行いません。 

 (4) 上下水道，電気及び都市ガスなど供給施設の引込みが可能である場合に，既存の埋設管等の補修や新

たに敷地内への引込みを要することがありますが，呉市では，補修や引込み工事の実施，これらに必要

な費用の負担，供給処理施設への負担金の支出等は一切行いませんので，建築関係機関及び供給処理施

設の管理者等にお問い合せの上，各自で対応してください。 

 (5) 呉市においては，分譲物件に係る地盤・地耐力調査，磁気探査並びに地下埋設物，防空壕及び土壌汚

染に関する調査は基本的に行ってはいませんが，申込者の負担において，当該調査を行うことはできま

すので，その場合は，事前に呉市に申し出てください。 

 (6) 分譲物件によっては，建築物の建築に当たり，杭打ち，地盤改良等の措置が必要となるケースも想定

されますが，すべての分譲物件について，地盤・地耐力が保証されているものではありません。呉市に

おいてそれらの措置を講じたり，それらに係る費用を負担したりすることはできませんので，各自で対

応してください。 

 (7) 分譲物件の申込みに当たっては，都市計画法，建築基準法，土砂災害防止法その他の法令及び広島県，

呉市の条例・規則等（以下「法令等」という。）に基づく各種規制について，申込者自身において事前

にご確認ください（※法令等の規制に関しては，専門的な知識を必要とする場合があります。そのよう

な場合は，各自で専門家にご相談願います。）。 

 (8) 申込者は，法令等を遵守することはもとより，関係機関からの指導等についても必ずこれを遵守して

ください。 

 (9) この要領に記載されている内容は，あくまで作成時点におけるものであり，将来的な法令等の施行・

改正に伴って生じる新たな規制等に対し，将来にわたって本内容を保証するものではありません。従っ

て，分譲物件の購入後，実際に建物の建築等を計画される場合は，当該時点における法令等に基づく各

種規制について，申込者自身において再度ご確認をお願いします。 

 (10) 契約者は，引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき

は，引渡しの日から２年以内に呉市に通知したものに限り，修補請求，損害賠償請求又は契約の解除を

することができます。 

 (11) 呉市は，契約者が売買契約の規定に違反したとき，義務を履行しないとき，又は暴力団等に該当した

ときは，契約者に催告をしないで直ちに売買契約を解除することができることとします。 

 (12) 契約者は，売買契約に定める事項を履行しないために，市に損害を与えたときは，その損害を賠償し

なければなりません。 

 (13) 呉市は，申込者がこの要領に定める事項を遵守しない場合に生じた一切のトラブルについて，申込者

からの苦情，異議申立て又は損害賠償の請求等に応じることはできません。 
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 10 申込み及び契約締結場所のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呉市中央４丁目１番６号 

     呉市役所本庁舎５階 財務部管財課 

 

 

 

 11 収入印紙税額について 

  

市有財産売買契約書にちょう付の必要な収入印紙の税額は，次のとおりとなっています。 

契約金額（売買代金） 本来の印紙税額 軽減措置後 

 １０万円を超え５０万円以下 ４００円 ２００円 

 ５０万円を超え１００万円以下 １千円 ５００円 

 １００万円を超え５００万円以下 ２千円 １千円 

 ５００万円を超え１，０００万円以下 １万円 ５千円 

 １，０００万円を超え５，０００万円以下 ２万円 １万円 

 ５，０００万円を超え１億円以下 ６万円 ３万円 

 １億円を超え５億円以下 １０万円 ６万円 

  ５億円を超え１０億円以下 ２０万円 １６万円 

  １０億円を超え５０億円以下 ４０万円 ３２万円 

  ５０億円を超えるもの ６０万円 ４８万円 

  ※ 契約金額（売買代金）が１０万円を超えるものについては，軽減措置により，令和４年３月３１日

までは，上記の金額となります。 

 

 

 

 

 

 

呉市役所 

中央公園 

呉市役所前 

呉市役所東 

呉市役所北 

駐車場 
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 12 不動産登記（売買）に係る登録免許税額について 

  

登録免許税額 ＝ 課税標準価格※１ × 税率（１，０００分の２０※２） 

 

  ※１ 課税標準価格 ＝ 市の設定した仮の固定資産税評価額 

   ※２ ただし，土地の売買による所有権移転に係る次の期間中に行う登記については，次のとおり軽減 

されます。 

 

期      間 税 率 

平成２７年４月１日から令和３年３月３１日まで １，０００分の１５ 

 

 

 【市有地購入のメリット】 

 １ 不動産業者を介さないため，仲介手数料がかかりません。 

  ※ 仲介手数料＝取引価格が４００万円を超える場合，取引価格の３％＋６万円 

   例：１，０００万円の土地を購入した場合⇒３６万円 

 ２ 所有権移転登記を呉市が行うため，登記費用の一部がかかりません。 

  ※ 登記費用の一部＝登録免許税等を除いた司法書士に支払う手数料 
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【参考】 

○ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）（抄） 

 （一般競争入札の参加者の資格）  

第１６７条の４  普通地方公共団体は，特別の理由がある場合を除くほか，一般競争入札に次の各号のいずれかに該当す

る者を参加させることができない。  

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者  

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３年法律第７７号）第３２条第１項 各号に掲げる者  

２  普通地方公共団体は，一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは，そ

の者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人，支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者についても，また同様とする。  

(1) 契約の履行に当たり，故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い，又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行

為をしたとき。  

(2) 競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し，若しくは不正の利益を

得るために連合したとき。  

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

(4) 地方自治法第２３４条の２第１項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。  

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

(6) 契約により，契約の後に代価の額を確定する場合において，当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で

行つたとき。  

(7) この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履

行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用したとき。  

 

 （一般競争入札のくじによる落札者の決定）  

第１６７条の９ 普通地方公共団体の長は，落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，直ちに，当該入

札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において，当該入札者のうちくじを引かない者があ

るときは，これに代えて，当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。  

 

○ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）（抄） 

 （職員の行為の制限）  

第２３８条の３ 公有財産に関する事務に従事する職員は，その取扱いに係る公有財産を譲り受け，又は自己の所有物と

交換することができない。  

２ 前項の規定に違反する行為は，これを無効とする。 

 

○ 呉市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）（抄） 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条 

第２号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(3) 暴力団員等 暴力団員及び現に広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定に 

よる公表が行われている者をいう。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%96%5c%97%cd%92%63%88%f5%82%c9%82%e6%82%e9%95%73%93%96%82%c8%8d%73%88%d7%82%cc%96%68%8e%7e%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40%91%e6%93%f1%95%53%8e%4f%8f%5c%8e%6c%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000023400200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000023400200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000023400200000001000000000000000000
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○ 呉市の契約に係る暴力団等排除措置要領（抄） 

（定義） 

第２条 この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 暴力団 条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。 

 (2) 暴力団関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 条例第２条第２号に規定する暴力団員 

イ 準構成員（暴力団員ではないが，暴力団と関係を持ちながら，その組織の威力を背景として暴力的不法行為等

を行い，又は暴力団に資金や武器を供給するなどしてその組織の維持・運営に協力し，若しくは関与する者） 

ウ 次に掲げる者その他の暴力団と関わりのある者 

(ｱ) 暴力団，暴力団員又は準構成員に協力等をし，これらに関与する者 

(ｲ) 暴力団員若しくは準構成員であったことを背景とし，若しくは標ぼうするなどし，又は暴力団員若しくは準

構成員であることを標ぼうするなどして，実質的に暴力団員又は準構成員と同視し得る行為を行う者 

(ｳ) 総会屋，右翼，社会運動等の名目を背景とし，又は標ぼうするなどして，実質的に暴力団員又は準構成員と

同視し得る行為を行う者 

(3) 暴力団等 暴力団及び暴力団関係者並びに別表に規定する措置要件に該当するなど暴力団又は暴力団関係者と関

わりのある法人，組合その他の団体を総称していう。 

（指名停止等による暴力団等の排除） 

第３条 市長は，暴力団等について，次の各号に掲げる契約の種別に応じ，それぞれ当該各号に定める措置を講じるもの

とする。 

(2) 公有財産の売払い等に係る契約 契約の相手方候補者が別表に規定する措置要件のいずれかに該当すると認めら

れるときは，当該売払い等に係る募集要項等に基づき，当該相手方候補者を契約の相手方としないものとする。 

（再委託等の禁止による暴力団等の排除） 

第４条 市長は，契約の相手方（以下「受注者」という。）が，別表に規定する措置要件のいずれかに該当すると認めら

れるものに対し当該契約の履行の一部を請け負わせ，若しくは委託し，又は公有財産を転売，転貸等しようとするこ

とについて，承認・承諾をしないものとする。 

（契約解除による暴力団等の排除） 

第５条 市長は，契約の締結後において受注者が別表に規定する措置要件のいずれかに該当すると認められるときは，当

該契約の契約条項に基づき当該契約を解除することができるものとする。 

別表（第３条－第５条関係） 

措置要件 

(1) 役員等（個人事業者である場合にはその者を，法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所（常時

契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団関係者であると認められるとき。 

(2) 役員等が暴力団，暴力団関係者，暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若

しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若し

くは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 

(3) 役員等が暴力団，暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人

若しくは組合等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関

与していると認められるとき。 

(4) 前３号に規定するときのほか，役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

(5) その経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 

 


